
幼保事務一元化に伴う予算の組替えについて

１ 幼保事務の一元化

  教育委員会で行っていた幼稚園業務と福祉保健部で行っていた保育業務を

一元化し、新設した「こども家庭部こども支援課」にて業務を行う。

平成２９年３月まで            平成２９年４月から

２ 予算の組替え

  「教育費」から「民生費」へ組替える予算

事務事業名 事業内容 予算額（千円）

施設型給付 新制度の幼稚園への運営費負担 ２７４，９５８

幼稚園型一時預かり事

業

新制度の幼稚園で通常の教育時間の前後や長期

休業期間中に預かりを行う施設に補助

２，５７１

就園奨励事業費 旧制度幼稚園の保育料を減免する施設に補助 ２０１，１１１

私立学校振興補助事業

（教育振興）

旧制度幼稚園の経常的経費等への補助 ２０，０１４

私立学校振興補助事業

（施設整備事業）

認定こども園へ移行を予定している幼稚園への

施設整備補助

１８４，３５５

第３子以降園児保育料

軽減事業

旧制度幼稚園へ通う第３子以降の園児の保育料

を減免する施設に補助

９，３７４

国立幼稚園第３子以降

園児保育料軽減事業

国立幼稚園へ通う第３子以降の園児の保育料を

減免する施設に補助

６５２

合  計 ６９３，０３５

※各事業の歳入（国・県補助、市債）も組替える。

学校教育課「教育費」
・教育（１号）認定、保育料決定 

・運営費の支払【幼稚園】 

・補助金交付【幼稚園】 

・旧制度幼稚園への補助金交付 

・公立幼稚園の運営 

子育て支援課「民生費」
・保育（２号・３号）認定、保育料決定 

・運営費の支払【保育所・認定こども園】 

・補助金交付【保育所・認定こども園】 

こども支援課「民生費」
・教育・保育認定、保育料決定 

・運営費の支払 

・補助金交付 

・旧制度幼稚園への補助金交付 

学校教育課「教育費」

・公立幼稚園の運営 

一元化
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議案第２０号



教育財産の取得を市長に申し出る件について

【統合校整備等推進室】

１ 趣 旨 

八尾地域統合中学校整備事業に係る学校用地の取得を市長に申し出るもの。

２ 所在地 

富山市八尾町井田地内 １２筆 地権者７人 

３ 買収予定地 

  １８，１７７．６１㎡ 

４ 予算額 

１８１，８６０千円 
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八尾地域統合中学校建設予定地

約34,000㎡
（うち買収予定地：18,177.61㎡）

新婦スーパー農道
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議案第２４号

所属・役職名

保内地区自治振興会会長

保内地区センター所長

富山国際大学教授

保内地区民生委員児童委員協議会会長

主任児童委員・放課後児童クラブ指導員

主任児童委員

交通安全協会保内支部長

保内安全見守り隊 隊長

しんでん保育園 園長

リンデ幼稚園 園長

ＰＴＡ会長

ＰＴＡ顧問

富山市立保内小学校 校長

12 小峠　拓也

13 豊田　高久

10 藤島　秀恵

11 西島　佳織

8 花木　　崇

9 杉林　聡美

6 老月　敏彦

7 井澤　祐輝

4 池田　義史

5 谷内　和恵

2 亀山　正一

3 村上　　満

1 本多　哲三

平成２９年度　富山市立保内小学校　学校運営協議会委員名簿

No 氏　名
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  平成２９年度 コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)事業について 

１ コミュニティ・スクール設置の趣旨

  富山市では、開かれた学校づくりをさらに推進し、安定した学びの環境を確保し、地域・家庭・学

校が一体となってよりよい教育の実現に向けて取り組む体制づくりを目指し、コミュニティ・スクー

ルを設置している。 

  富山市立小･中学校では、従来から、学校評価や学校評議員制度等を通して、学校運営方針への理

解を得ているが、学校評議員に代わり「学校運営協議会」を置き、協議会委員に、学校の現状や学校

運営方針を説明し、承認を得ることとし、地域や保護者、学校で子どものために何ができるのかを共

に考え、共に教育活動を推進していくことを目指す。 

富山市の目指すコミュニティ・スクール

【学校と地域、保護者との連携を強化し、学校を活性化する】  

  ・ 学校が学校運営協議会に対し、学校運営の基本的方針について説明し、承認を得たり、学校の

課題に対する方策を共に考え活動したりすることで、学校と地域との協力体制を構築し、学校を

活性化する。 

 【教育活動への支援により教育活動を充実する】  

  ・ 学校運営協議会を通して地域の教育力を有効に生かし、学習支援等の具体的な支援を得て、学

校教育の充実を図る。 

  ・ 学校・家庭・地域が一体となって、互いの信頼関係を深め、子どもの健全育成や安全確保を図

る取組を推進する。 

(1) コミュニティ・スクールのイメージ図 

環境整備部会 学習・文化・ 

スポーツ部会 

学校評価部会 安全・安心部会 

本市におけるコミュニティ・スクール 

学 校 

校 長 

県教育委員会 

［委員］ 

学校長      自治振興会代表  

ＰＴＡ代表    地域諸団体代表  

元学校評議員   地区センター所長 

等 

学校運営協議会 
学校運営基本方針 

学校運営・教育活動 

説明 

承認 

説明 

意見 

説明・依頼 意見 

支援活動

協力してくださる地域の方々 

市教育委員会 

委員の任命 

《参考》
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(2) 学校運営協議会の組織

  ア 組織（学校運営協議会）の概要 

    各学校で「学校運営協議会」を組織する。委員は富山市教育委員会が委嘱・任命する。 

「学校運営協議会」は、地域の代表者、保護者代表、学校の運営に資する活動を行う者、校長

で構成し、委員は１５名以内とする。 

「学校運営協議会」を置くにあたり、組織を新たに構成するのではなく、富山市が現在まで推

進してきた学校評議員制度や地域諸団体の既存の組織を生かすようにし、組織づくりの負担を軽

減する。 

  イ 学校運営協議会と学校（校長）の主な働き 

   ① 活力ある学校づくりを推進するための取組 

    ・ 校長は、学校運営の基本的な方針を学校運営協議会に説明し、承認を得る。 

・ 学校運営協議会は、学校運営の基本的な方針について協議し、承認する。 

    ・ 校長は、学校運営協議会に学校運営や教育活動について説明する。 

   ・ 学校運営協議会は、地域の子どもにとってふさわしい学校運営や教育活動について意見を

述べる。 

   ② 学校の教育活動に地域教育力を有効に生かすための取組 

    ・ 学校運営協議会のもとに、環境整備、学習・文化・スポーツ等の活動部会を置く。学校運

営協議会を通じて、地域に学習支援や体験活動、校外活動を実施する際の協力、教室内外の

環境整備や教材作成への連携・協力を依頼する。 

    ・ 学校運営協議会は、学校の課題に対してどんなことができるのかを協議し、支援する。 

２ 実施計画案

 (1)コミュニティ・スクール設置の継続と新規設置 

   平成２５年度からコミュニティ・スクールモデル校であった呉羽小学校と堀川中学校については、

平成２７年度から正式にコミュニティ・スクールを設置している。また、平成２９年度には、コ

ミュニティ・スクールモデル校であった奥田北小学校、保内小学校に、新たにコミュニティ・ス

クールを設置する。 

(2) コミュニティ・スクールモデル校の継続と新規設置 

平成２８年度からモデル校となった五福小学校と興南中学校に加え、平成２９年度から藤ノ木小

学校と藤ノ木中学校をモデル校とし、正式な導入の促進を図る。 

(3)事業の検証 

年度末に、教育委員会がモデル校２校の学校運営協議会委員を招集し、コミュニティ・スクール

の課題と成果を明らかにするとともに、市全体のコミュニティ・スクール推進の取り組みに生か

すようにする。 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

指

定

予

定 

呉羽小 

堀川中 

奥田北小 

保内小 

五福小 

興南中 

 藤ノ木小 

藤ノ木中 

  ２ 

校 

正式設置 

正式設置

正式設置 

正式設置

モデル校 

モデル校 

モデル校 

モデル校 

-6-



富山市教育委員会告示第   号 

   富山市附属機関設置条例第２条第２項の規定による附属機関の設置

について 

 富山市附属機関設置条例（平成２７年富山市条例第１号）第２条第２項

の規定に基づき、次のとおり附属機関を設置するので、同条第３項の規定

により告示する。 

平成２９年４月  日 

                 富山市教育委員会 

                 教育長  宮  口  克  志 

名 称 所 掌 事 務 委 員 の 定 数 設 置 期 間 

富 山 市 教 科 用 図

書 採 択 協 議 会 

富 山 市 立 小 学 校 ・ 中

学 校 に お い て 使 用 す

る 教 科 用 図 書 の 採 択

に 関 す る 事 務 

１ １ 人 平 成 ２ ９ 年 ４ 月

２ ４ 日 か ら 平 成

２ ９ 年 ８ 月 ３ １

日 ま で 
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報告事項９



『平成２９年度富山市学校教育指導方針』について 

【学校教育課】 

１ 作成の趣旨 

 (1) 各学校（園）が、今年度の富山市学校教育の方針や重点等の共通理解を図るた

めの指針とする。 

(2) 各学校（園）が、教育指導における課題や改善事項を共通理解し、各教科等の

指導における指針とする。 

(3) 学習指導の基礎・基本となる指導技術を共通理解する際の参考とする。 

２ 作成の観点

(1)  教育指導の重点事項 

 (2)  教育指導の中核となる１４項目 

    ①  「学校(園）経営」では、自他の命を大切にする指導の充実を図る。 

  ②   ｢学習指導｣において、「主体的・対話的で深い学び」の視点を取り入れた問題解

決的な学習の過程を通して、思考力・判断力・表現力をはぐくむ授業を充実する。 

  ③  「生徒指導」では、子どもの発するサインを見逃さないよう、日ごろから児童生

徒理解を着実に進め、問題行動の早期発見に努めるとともに、一人一人に応じた指

導方針を確立する。 

  ④ 「健康・安全に関する指導」においては、「食物アレルギー対応マニュアル」を活

用するとともに、家庭と連携し、個に応じたきめ細かな指導を行う。 

(3)  各教科等の指導の課題と改善事項 

   ①  各教科や領域における指導に当たっては、言語活動や体験的な活動の充実を目指

し､関連資料を参考に具体的な活動をイメージし、日々の学習の指導計画を立てる。 

  ② 道徳科では、道徳的な課題を一人一人の子どもが自分自身の問題としてとらえて、

「考え、議論する道徳」の指導に努める。 

(4)  今日的な課題への対応 

①  「教職員の資質・能力の向上」、「校務の効率化」等、今日的な課題への対応につ

いて、全教職員で共通理解し、実践に努める。 

② 「幼・小・中学校の連携」では、中学校区における連携を推進し、発達の段階に

応じた効果的な指導を行い、子どもの連続的な学びと成長を保障する。 

(5)  参考資料 

   「富山市教育振興基本計画」を基に、本市教育の一層の充実を図る。  

１ 基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得  

２ 習得した知識・技能を活用した、思考力・判断力・表現力等の育成  

３ 学習の基盤を形成している言語に関する能力の育成  

４ 「確かな学力」の定着を図る規律ある学習態度の育成  
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